
１月２９日（金）現在は「警戒レベル５（特別警戒）」です。 
 
本県では、１月 18 日以降、英国の新型コロナウイルス感染症の変異株への感染者が 4 人

確認されましたが、国と連携した追加検査で、新たな感染者は確認されておりません。  
静岡県の医療提供体制は、１月 28 日現在の病床の占有率が県全体で 42.2％、東部にお

いては 53.8％となっており、医療のひっ迫が懸念される厳しい状況が続いています。  
「感染拡大緊急警報」を発令中です。県民の皆様には、以下の８つの対策を重点的に行っ

てくださいますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  県外の皆様には、御自身が知らず知らずのうちに感染しているかもしれないという 
意識をお持ちいただき、今は、不要不急の来訪を自粛くださいますようお願いします。 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【１月３０日（土）以降】 

県境を跨ぐ不要不急の移動制限 

次回定期発表予定 
２月５日（金） 

※定期発表前でも 
必要に応じて随時発表 
する場合があります 

【凡例】 

 注意して訪問可 

 慎重に行動 

 特に慎重に行動 

 回避 

 回避 

  

２月７日（日）までは 

不要不急の往来を 

自粛（全ての道県） 

（緊急事態宣言） 

（独自の緊急事態宣言等） 

 
①「マスクの着用」、「三密を避ける」など基本的な感染防止対策を徹底してください。 

②東京都、神奈川県、愛知県など 11 都府県に、緊急事態宣言が発出中です。 
２月７日(日)まで、県境を跨ぐ不要不急の往来は、自粛をお願いします。 
緊急事態宣言発出地域への出勤は、７割を目標に、削減をお願いします。 

③人の移動や人に会うことは感染リスクです。県内でも、日常生活に必要な外出を除き、できる
限り不要不急の外出の機会を控えてください。特に、県境地域、東部地域など感染拡大地
域と交流が活発な地域では細心の注意が必要です。 

④感染の機会は、マスクを着用していない会話などです。常にマスクを着用し、人と人との距離の
確保（可能な限り２ｍ）をお願いします。 

⑤会話をしながらの食事で感染が発生しています。同居の家族以外の方と食事をする際には、
食事は黙って食べ（黙食）、会話をするときには、必ずマスクを着用してください。 

⑥高齢者など重症化しやすい方がいる家庭では、家庭内感染を避けるため、同居家族であって
もマスクの着用、十分な換気、食事を別に食べることなどの感染防止対策をお願いします。 

⑦最近のクラスター発生店舗は、感染防止対策が不十分でした。飲食店等事業者の皆様に
は、各業種組合のガイドライン等による感染防止対策の徹底を常に行っていただくよう、お願い
します。 

⑧受験で、外出せざるを得ない受験生におかれましては、感染防止対策の徹底をお願いします。 

＜静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部＞ 



 
 

◎県 内 移 動 に 関 す る 行 動 制 限 
 
○県内でも、日常生活に必要な外出を除き、できる限り不要不急の外出の機会を控えて
くださいますようお願いします。 

 
○マスクの着用、「三つの密」の回避など「新しい生活様式」を徹底し、特に慎重に行

動してください。飲食の場などマスク非着用時は、会話を行わないでください。 
 
○訪問先の施設で、感染防止対策が十分行われているかは訪問前に必ず確認してくださ
い。対策が不十分な店への訪問は自粛の徹底をお願いいたします。 

 
 

◎県境を跨ぐ不要不急の移動に関する行動制限 
 
１ 本県を出発する皆様へ 
（静岡県の独自の評価によるものであり、外出の検討にあたっては、訪問先の県等が発表している行動制限を尊重してください。） 
 
（１）全ての外出について、マスクの着用など「新しい生活様式」を徹底し、自分や相手

が感染しているかもしれないという意識を持って、注意して行動してください。 
 
（２）栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、

兵庫県、福岡県には､緊急事態宣言が発出されています。 
 
   茨城県、三重県、長崎県、熊本県、宮崎県、沖縄県で独自の緊急事態宣言が発出さ

れているほか、北海道（札幌市）、福島県、群馬県、富山県、長野県、鳥取県、広
島県、高知県においても、外出自粛や県境を跨ぐ行動制限などが発出されています。 

 
（３）本県は、東西を感染拡大地域に挟まれ、県境を跨ぐ移動は 感染リスクが高まります。 

２月７日（日）までの間、県境を跨ぐ不要不急の訪問は自粛をお願いします。 
 
（４）緊急事態宣言発出地域への通勤等の皆様には、７割を目標に移動削減の取組をお願

いします。 
 

※なお、やむを得ず、訪問される際には、「新しい生活様式」を徹底した上で、事
前の行動計画の策定により滞在時間の短縮や電車の混雑の回避などに努めるとと
もに、マスク非着用での会話などの感染リスクの高い行為のほか、感染防止対策
が不徹底な店舗等を回避するなど、最大限の感染予防行動をお願いします。 

 
 
 
２ 本県を訪問される皆様へ 

（訪問者には、県民の皆様からも呼びかけてください。） 
 
（１）全ての移動に際して、「新しい生活様式」に基づく行動の徹底に配慮してください。 
 
（２）全ての都道府県の皆様には、２月７日（日）までの間、不要不急の本県への来訪を

自粛くださいますようお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◎新型コロナウイルスへの感染防止は、見えない感染者（※）に、 
「近づく可能性をどうすれば減らせるのか」、「知らずに出会っても、うつらないよう
にできるか」が、大切です。 
※見えない感染者：感染していても無症状や軽症で、自分が感染していることに気付い

ていない人。発症前 2日前から感染力があるなど、本人が知らない
まま、他人に感染させてしまうリスクがある。 

厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ） 





令和３年１月 29 日 
 

＜静岡県新型コロナウイルス感染症対策＞ 
 

「６段階警戒レベル」と「レベル毎の行動制限」の変更点 
 

時期 前回（1／23～1／29） 今回（1／30～2／5） 

レベル 警戒レベル５（特別警戒） 変更なし 

県内移動
に関する
行動制限 

不要不急の外出を控えるなど、 
できる限り外出機会を減らすことを 
呼びかけ 

変更なし 

県境を跨

ぐ不要不

急の移動

に関する

行動制限 

全都道府県への不要不急の往来の 

自粛を呼びかけ 
変更なし 

 
 
（※県内各市町ごとの累計陽性者数は、市町の要望を踏まえ添付しております。） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


